
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

�
�

�
�

�
�

�
�
	



�
�

八
六

島
根
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

八
、

八

一
、
四
九
四

八
七

島
根
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

八
、
一
九

一
、
四
九
七

す
る
規
則

八
八

島
根
県
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め

八
、
二
九

号
外
一
〇
三

る
規
則

八
九

島
根
県
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則

〃

〃

九
〇

島
根
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

九
一

行
政
権
限
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

�


�
�

�
�

�
�
	



�
�

六
五
六

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定

八
、

一

一
、
四
九
二

六
五
七

介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

〃

〃

事
業
者
の
指
定

六
五
八

介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援

〃

〃

事
業
者
の
指
定

六
五
九

保
安
林
予
定
森
林

〃

〃

六
六
〇

島
根
県
漁
業
近
代
化
資
金
等
利
子
補
給
金
交
付
要
綱

〃

〃

の
一
部
改
正

六
六
一

島
根
県
漁
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
事
業
実
施
要
綱

〃

〃

の
一
部
改
正

六
六
二

島
根
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
事
業
実

〃

〃

施
要
綱
の
一
部
改
正

六
六
三

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

〃

〃

売
店
舗
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

六
六
四

土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

〃

〃

六
六
五

道
路
の
区
域
の
変
更

〃

〃

六
六
六

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

六
六
七

島
根
県
母
子
福
祉
協
力
員
設
置
要
綱
の
一
部
改
正

八
、

五

一
、
四
九
三

六
六
八

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

〃

〃

者
の
指
定

六
六
九

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支

〃

〃

援
事
業
者
の
指
定

六
七
〇

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支

〃

〃

援
事
業
者
の
指
定

六
七
一

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

〃

〃

六
七
二

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

〃

〃

売
店
舗
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

六
七
三

〃

〃

〃

六
七
四

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の

〃

〃

意
見
の
概
要

六
七
五

都
市
計
画
事
業
の
認
可

〃

〃

六
七
六

島
根
県
中
山
間
地
域
活
性
化
資
金
利
子
補
給
金
交
付

八
、

八

一
、
四
九
四

要
綱
の
一
部
改
正

六
七
七

農
業
近
代
化
資
金
の
利
子
補
給
率
の
一
部
改
正

〃

〃
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六
七
八

島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
利
子
補
給
金
交
付

〃

〃

要
綱
の
一
部
改
正

六
七
九

土
地
改
良
事
業
計
画
の
認
可

〃

〃

六
八
〇

〃

〃

〃

六
八
一

道
路
の
区
域
の
変
更

〃

〃

六
八
二

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

六
八
三

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

〃

〃

六
八
四

道
路
の
位
置
の
指
定

〃

〃

六
七
五

町
の
区
域
の
変
更

八
、
一
二

一
、
四
九
五

六
七
六

介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

〃

〃

事
業
者
の
指
定

六
七
七

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

〃

〃

売
店
舗
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

六
七
八

漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
基
づ
く
付
保
義
務
の

〃

〃

消
滅

六
七
九

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

八
、
一
五

一
、
四
九
六

売
店
舗
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

六
八
〇

換
地
計
画
書
の
縦
覧

八
、
一
九

一
、
四
九
七

六
八
一

〃

〃

〃

六
八
二

漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
基
づ
く
同
意

〃

〃

六
八
三

平
成
十
五
年
度
第
四
次
自
衛
官
募
集

八
、
二
二

一
、
四
九
八

六
八
四

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
指
定

〃

〃

六
八
五

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

〃

〃

六
八
六

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

〃

〃

六
八
七

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

六
八
八

公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許

〃

〃

六
八
九

都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
縦
覧

〃

〃

六
九
〇

〃

〃

〃

六
九
一

都
市
計
画
事
業
の
認
可

〃

〃

六
九
二

〃

〃

〃

六
九
三

島
根
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
等
の
一
部
改
正

〃

〃

六
九
四

新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
及
び
字
の
区
域
の
変
更

八
、
二
六

一
、
四
九
九

六
九
五

介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

〃

〃

事
業
者
の
指
定

六
九
六

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

〃

〃

所
の
名
称
の
変
更

六
九
七

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援
事
業

〃

〃

所
の
所
在
地
の
変
更

六
九
八

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支

〃

〃

援
事
業
所
の
名
称
の
変
更

六
九
九

身
体
障
害
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援

〃

〃

事
業
所
の
所
在
地
の
変
更

七
〇
〇

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支

〃

〃

援
事
業
所
の
名
称
の
変
更

七
〇
一

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支

〃

〃

援
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更

七
〇
二

農
業
振
興
地
域
の
指
定
の
一
部
改
正

〃

〃

七
〇
三

〃

〃

〃

七
〇
四

〃

〃

〃

七
〇
五

〃

〃

〃

七
〇
六

〃

〃

〃

七
〇
七

平
成
十
五
年
度
定
期
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜

〃

〃

七
〇
八

平
成
十
五
年
度
地
方
の
臨
時
種
畜
検
査
の
実
施

〃

〃

七
〇
九

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
縦
覧

〃

〃

七
一
〇

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

〃

〃

平成��年�月��日 第�����号附録 ( )�



七
一
一

保
安
林
予
定
森
林

〃

〃

七
一
二

〃

〃

〃

七
一
三

〃

〃

〃

七
一
四

解
除
予
定
保
安
林

〃

〃

七
一
五

漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
基
づ
く
同
意

〃

〃

七
一
六

平
成
十
五
年
九
月
定
例
議
会
の
招
集

八
、
二
九

一
、
五
〇
〇

七
一
七

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
を
担
当
す
る

〃

〃

機
関
の
指
定

七
一
八

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業

〃

〃

廃
止
の
届
出

七
一
九

農
業
振
興
地
域
整
備
変
更
計
画
書
の
縦
覧

〃

〃

七
二
〇

土
地
改
良
事
業
変
更
施
行
の
認
可

〃

〃

七
二
一

土
地
改
良
事
業
計
画
の
認
可

〃

〃

七
二
二

〃

〃

〃

七
二
三

保
安
林
予
定
森
林

〃

〃

七
二
四

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

〃

〃

七
二
五

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃
�

�

�
�

�
�
�
�

	



特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
に
係
る

八
、

一

一
、
四
九
二

書
類
の
縦
覧

採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施

〃

〃

男
性
警
察
官
用
等
雨
衣
の
製
造
請
負
に
係
る
一
般
競

〃

〃

争
入
札
の
実
施

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
に
係
る

八
、

八

一
、
四
九
四

書
類
の
縦
覧

男
性
警
察
官
用
冬
上
衣
、
冬
服
ズ
ボ
ン
及
び
冬
活
動

〃

〃

服
の
製
造
請
負
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施

冬
ス
ー
ツ
の
製
造
請
負
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実

〃

〃

施原
動
機
付
自
転
車
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の

〃

〃

実
施

肥
料
の
登
録
の
更
新

八
、
一
五

一
、
四
九
六

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
に
係
る

八
、
一
九

一
、
四
九
七

書
類
の
縦
覧

島
根
県
電
子
申
請
等
受
付
シ
ス
テ
ム
の
開
発
委
託
及

八
、
一
九

号
外
一
〇
一

び
運
用
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
決
定
の
た
め
の
企
画
提

案
競
技
の
実
施

地
積
を
特
に
減
じ
て
換
地
を
定
め
る
土
地
の
指
定

八
、
二
二

一
、
四
九
八

平
成
十
五
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
合
格
者

八
、
二
九

一
、
五
〇
〇

平
成
十
五
年
度
島
根
県
水
産
業
改
良
普
及
員
資
格
試

〃

〃

験
の
合
格
者

公
共
測
量
の
実
施

〃

〃

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

�
�
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�
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初
動
警
察
活
動
支
援
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
契
約
に
係
る

八
、
一
九

号
外
一
〇
〇

一
般
競
争
入
札
の
実
施

Ｘ
線
非
破
壊
検
査
装
置
一
式
の
調
達
に
係
る
一
般
競

八
、
二
二

一
、
四
九
八

争
入
札
の
落
札
者
等

�
�

�
�

�
�

�
�

�
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六

島
根
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

八
、
二
九

一
、
五
〇
〇

七

島
根
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

八
、
二
九

号
外
一
〇
三

平成��年�月��日 第�����号附録( )	
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六
一

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
設
立
の
届
出
の

八
、

八

一
、
四
九
四

あ
っ
た
政
治
団
体

六
二

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
異
動
事
項
の
届

〃

〃

出
の
あ
っ
た
政
治
団
体

六
三

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
解
散
の
届
出
の

〃

〃

あ
っ
た
政
治
団
体

六
四

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
の
あ
っ
た

〃

〃

資
金
管
理
団
体

六
五

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
異
動
事
項
の
届

〃

〃

出
の
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体

六
六

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
の
取
消
し

〃

〃

の
届
出
の
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体

�
�

�
�

�
	



�

�


�
�
�
�

�
�

二

外
部
監
査
人
補
助
者
の
選
任

八
、
二
二

一
、
四
九
八

�
�

�
�

�
�



�

�


�
�
�
�

�
�

二
五
八

平
成
十
四
年
度
財
政
的
援
助
団
体
等
監
査
の
結
果
に

八
、
一
二

号
外
九
九

関
す
る
報
告
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置

�
�

�
�

�
�

�



�

�


�
�
�
�

�
�

一
一

車
両
の
運
転
者
等
又
は
所
有
者
等
が
指
定
車
両
移
動

八
、

一

一
、
四
九
二

保
管
機
関
に
納
付
す
べ
き
負
担
金
の
額
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
二

島
根
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
代
行

八
、
二
二

一
、
四
九
八

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

�
�

�
�

�
�

	



�

�


�
�
�
�

�
�

八
二

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

八
、

一

掲
示
場
掲
示

に
基
づ
く
検
定
結
果

八
三

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

八
、

八

〃

に
基
づ
く
検
定
結
果

八
四

道
路
交
通
法
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
開
催

八
、
一
五

〃

(

運
転
免
許
の
取
消
し)

八
五

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

八
、
一
八

〃

に
基
づ
く
検
定
結
果

八
六

技
能
検
定
員
審
査

(

大
型
・
大
特
・
牽
引)

及
び
教

八
、
二
〇

〃

習
指
導
員
審
査

(

大
型
・
大
特
・
牽
引)

の
実
施
に

つ
い
て

八
七

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

八
、
二
二

〃

に
基
づ
く
検
定
結
果

八
八

道
路
の
交
通
に
関
す
る
規
制
の
一
部
改
正

八
、
二
六

号
外
一
〇
二

八
九

道
路
交
通
法
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
開
催

八
、
二
七

掲
示
場
掲
示

(

運
転
免
許
の
取
消
し)

九
〇

運
転
免
許
の
取
消
に
か
か
る
聴
聞

〃

〃

九
一

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

八
、
二
九

〃

に
基
づ
く
検
定
結
果
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�
�

�
�

	



�
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�
�
�
�

�
�

島
根�
定
置
漁
業
の
保
護
区
域
の
設
定

八
、
二
六

一
、
四
九
九

隠
岐�
〃

〃

〃
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平
成
十
五
年
度
消
防
用
設
備
等
の
工
事
又
は
整
備
に

八
、
一
九

一
、
四
九
七

関
す
る
講
習
の
実
施

�
�

�
�

�
�
�
�

	



平
成
十
五
年
三
月
十
一
日
付
け
島
根
県
報
第
一
、
四

八
、
一
五

一
、
四
九
六

五
一
号
中

平成��年�月��日 第�����号附録( )�



平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
印
刷

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
殿
町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成��年�月��日 第�����号附録 ( )�


